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3 5．英国

3.5.1．背景
英国は固定と移動体の市場に七つの主要なプレイヤーを持つ。固定市場

には四つの主要プレイヤー（ T、S y、Virgin edia、Tal Tal ）、そして
規模の小さな事業者 Vodafoneが存在する。他には、 ost Officeのような
事業者も存在するがその市場シェアは小さい。
移動体市場では四つの主要プレイヤーが NOである（EE T、O  

（Telefonica）、Vodafone、Three （ utchison））。さらに Tesco o ile、（最大
の VNOである）Virgin o ile、Lyca o ile、Le araなど多くの VNO
が存在する。

事業者 EE T S y Virgin edia Tal Tal O Vodafone Three

移動体 （ VNO） VNO VNO

固定電話／
ブロードバンド
TVコンテンツ

図表 39　英国の主要なテレコム事業者

この市場では近年大きな合併が行われ、主要な例としては、 0 5年、
Tによるモバイル市場のリーダー EEの買収がある。固定プレイヤー－

Virgin ediaと Tal Tal －も VNOで事業を開始し、S yもまもなく
VNOになる。
これはクワッドプレイ事業者が三つ（まもなく四つ）（ T、S y、Virgin 
edia、Tal Tal ）になり、その全てが動画コンテンツ提供者となること
を意味する。重要なのは人気のあるスポーツ ･コンテンツの権利－サッ
カー、特にプレミアリーグとチャンピオンズリーグ－が主として S yと

Tにより所有され、加入オンリーのサービスとして販売されていること
である。また Netfli 、A a on ri eのような優れた品質の排他的なコン
テンツを提供する OTT提供者、そして 、ITV、 hannel 4のような無
料視聴サービスの提供者も存在することである。
英国の市場は A （コンテンツ・アプリケーション提供者）に関して、
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特に変わっているわけではない。グローバルな大手のソーシャル ･メディ
ア、通信の A （例えば、 ace oo 、 hatsApp、S ype）が強い存在となっ
ている。大きな例外は音楽ストリーミング市場で、欧州の主要なライバル

ee erと Tidalに対して Spotifyが大きくリードしていることである ）。

3.5.2．移動体市場
＜移動体のデータ許容値＞
英国の移動体市場は、他のケーススタディ国と比較すると、中程度のデー

タ許容値を持つ国である。英国の平均（無制限タリフを含まない）は G
である（ケーススタディ国平均 9G 。下図の縦軸はタリフ全体に対する
割合）。

図表 40　タリフ別の月あたりデータ許容値

） Spotify lai s Strea ing usic Throne orldwide, ut andora Is Still Top Service 
In U S , Tech runch  Availa le at　https techcrunch co 0 5 0 spotify-clai s-
strea ing- usic-throneworldwide- ut-pandora-is-still-top-service-in-u-s［Accessed  
Septe er 0 ］
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＜ゼロレーティング ･サービスの経緯＞
英国の移動体市場におけるゼロレーティング ･サービスはそれほど盛ん

ではなかった。四つの NOのうち三つがゼロレーティングを提供したが、
一貫して続けてきたのは Threeだけである。Threeは人気のある通信
（S ype）とソーシャル ･メディア（Twitter、 ace oo  ero）をゼロレート
としてきた。
対照的に、EEと O は販売促進のために特定のサービス・イベントを

期間限定でゼロレーティングとしてきた。EEの場合 ）、EE il からの映
画のダウンロードあるいはストリーミングのために用いるデータ ･トラ
フィックを、新たな合併会社のブランド促進のためのサービスの一部とし
て、 0 年と 0 3年にゼロレートにした。O の場合、 0 4年の 4Gサー
ビス開始に伴いいくつかのモバイル ･ゲームのトラフィックをゼロレー
ティングにした－新タイプのサービスが 4G移動通信により可能になるこ
とを示すため－。このゼロレート ･サービスは 0 5年に終わっている。

図表 41　英国のゼロレーティング ･サービスの経緯

＜現在のゼロレーティング ･サービス＞
現在、英国でのゼロレーティング･サービスはそれほど多くない。我々の

知るところ、Three、O 、 VNOの reedo opという 3事業者のみである。

） EEは 0 年に T- o ileとオレンジの合併で設立された。



3法政論集　 号（ 0 9）

ブロードバンド市場におけるゼロレーティング慣行（3）（林・佐々木）

事業者 パッケージ サービス データ
許容値

追加費用
（ユーロ）

Three 全て ace oo  ero、Twitter 無制限
O 30G ＋データ・パッ

ケージで i hone SE、 、
lus、 s、 s lus を持

つ顧客のみ

Spotify、Sound loud、
iTu es、Apple usic、

ee er

40G

reedo op 全て hatsApp 無制限
図表 42　現在のゼロレーティング ･サービス

Threeはそのタリフの全てで Twitterと ace oo  eroをゼロレートにし
ている 3）。それらタリフは無制限のサービスとしても利用できるが、データ
許容値を 500 ～ 30G の範囲の中で設定している。料金は（ ヶ月契約、
SI オンリーで） 9 ユーロから 3 3ユーロであり 4）、ゼロレート ･サー
ビスはパッケージに含まれている 5）。加入者がデータ許容値に達すると、
データ利用は遅延化される。しかし Threeのウェブサイト情報では、それ
がゼロレート ･サービスにも適用されるのかどうか確認できなかった ）。

O は、対応のハンドセット（i hone SE、i hone 、i hone  lus、i hone 
s、i hone s lus）と合わせて 30G （月 4 4ユーロ）ないし 50G （月
4 4ユーロ）のエアタイム ･タリフを購入する顧客に対して、Spotify、

Sound loud、iTunes、Apple usic、 ee erでの音楽ストリーミングの 40G
をゼロレーティングとしている ）。注意すべきは、この 40G の音楽ストリー
ミングが実質的に無制限を意味していることである。Spotifyの「ハイクオ
リティ」設定では、この音楽ストリーミングが 日あたり 9時間に相当す

3） hat can I get or use for free  - Support - Three  Availa le at　http support three
co u SRVS GI IN E ISA I dll o and New, o ile,Ts o ile,T ase o
c, ase O （ 9 ）,VARSET usinesshelp c isp ,VARSET atI 　　［Accessed 

3 Septe er 0 ］
4） G 00- G 33 00
5） SI  Only lans fro  £  a onth  Unli ited ata SI   Three  Availa le at  http

www three co u Store SI lans for phones  ［Accessed 3 Septe er 0 ］
） EE tea s up with Apple usic in id to under ine Spotify, The Telegraph  Availa le 
at  http www telegraph co u usiness 0 0 5 ee-tea s-up-withapple- usic-in- id-
to-under ine-spotify   ［Accessed 0 Octo er 0 ］
） O   Ter s and onditions  Availa le at  http www o co u ter sandconditions
rewards iphone-tariffs-with-unli ited usic-and-inclusive-o -travel-ter s-and-conditions  
［Accessed  Octo er 0 ］
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るためである ）。標準のデータ許容値に達した場合、そのゼロレートは中止
される。したがってこのゼロレート･サービスは、新しい i hone の販売促
進の一部なのかもしれない。
顕著なのは三つのクワッドプレイ事業者（ T、Virgin edia、Tal Tal ）

が存在するにもかかわらず、ゼロレートの動画ストリーミング事例がまだ
ないことである。

VNOの reedo  opは 00分、 00通テキストメッセージ、 00
のデータを無料とするユニークな提案で、 0 5年に参入した。その限度
に達した後、ユーザーは追加の分、テキストメッセージとデータに課金さ
れる 9）。しかし､ 0 年から、 reedo  opは音声とテキスト ･サービスの
ために hatsAppもゼロレートにしている。これはデータ許容値に達した
場合でも利用できるように見える（ただし、 reedo  opのウェブサイト
でそれを確認することは難しかった）。

＜モバイル・ゼロレーティングの消費者行動に対する潜在的な影響＞
英国は大きなデータ許容値の市場ではないためゼロレート ･サービスの

影響は大きいと思われる。とはいえ、数で見ると、ゼロレート ･サービス
は少ない－ Three、O と VNOの reedo  opがゼロレート ･サービス
を提供しているにすぎず、少数のコンテンツ ･カテゴリーにのみ限定され
ている。
ゼロレート ･アプリケーションの四つのうち三つは、相対的にデータ少

消費的なものである。消費者がこの事実に気づいていると仮定すると、ゼ
ロレート ･サービスは大きな差別化要因ではないかもしれない。競争する

NOの消費者は、データ許容値までの範囲であるいは少ない追加料金で
それらアプリケーションの妥当なデータ量を消費しているかもしれないた
めである。したがって消費者行動には影響が限定的と予想される。
しかし消費者がアプリケーションのデータ消費レベルに気づいていなけ

） Spotify data usage  Vodafone Support  Availa le at　http vodafone intelliresponse
co inde sp re uestType Nor alRe uest source 00 id 53 uestion Spotify d
ata usage［Accessed 0 Octo er 0 ］

9） o ile hone eals  heapest o ile hone eals - reedo op  U  Availa le 
at  http u freedo pop co u plans undle e perience u default ［Accessed 3 
Septe er 0 ］
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ボックス 9　英国のまとめ
図表 43　Freedom Pop のウェブサイト
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れば、データ許容値に注意を払うかもしれない。その場合、ゼロレート ･
サービスは消費者行動に大きな影響を与える可能性を持つ。
もう一つのゼロレート ･サービスの例は O の音楽ストリーミングであ
る。このサービスは 30G ないし 50G のタリフに加入する新型 i honeを
持つ顧客しか利用できないため、消費者行動に大きな影響を与える可能性
はないように思える。月 40時間の音楽ストリーミングは約 4G のデー
タ使用量に相当するため、このサービスはより大きなデータプランを求め
る顧客層にも影響しないだろう。

3.5.3．固定市場
＜固定市場のデータ許容値＞
英国では、Tal Tal と Virgin ediaの提供するプランを含め、大多数の

料金プランは無制限のデータ許容値となっている。ただし無制限プランの
ほかに、 Tは G と 5G の制限付きプラン 0）、S yは 5G の制限付
きプランを提供している ）。

＜固定のゼロレート ･サービス＞
我々の確認した固定のゼロレート ･サービスは Tのものだけである。
そこでは YouViewと T TVのサービスがゼロレートとなっている。
YouViewはハイブリットの（ TTと I TV）TVプラットフォームであり、
TVと多様なオンデマンド ･ サービスを提供している。それは T、
Tal Tal 、Ar iva（鉄塔事業者）、放送事業者 、ITV、 hannel 4と

hannel 5により所有されている。一方、 T TVは Tからの標準的な TV
サービスであり、YouViewを含んでいる。これらのサービスはセットトッ
プ ･ボックスを通じてアクセスされる。

0） o pare heap road and eals and ac ages  T  Availa le at  https www
productsandservices t co products road andpac ages s cid con ppc a us
vid 0 T vendorid 0 gclid w EA w da R ssvy u EgnoSJA J wYocgT

Or i r Y vV g 4a-0 -AsG J o J w wc gclsrc aw ds dclid
N s 5 s4 Rai od 9o OA o Session 4 94 59 -55 9 unli ited  

［Accessed 3 Septe er 0 ］
） S y road and co pare - o pare S y road and products  Availa le at  http www
s y co shop road and-tal road and-co pare section-  ［Accessed 3 Septe er 
0 ］
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ゼロレート ･サービスは以下のようになっている。
・　 T TVへ ヶ月加入する場合、YouViewと T TVのライブとオン

デマンドのサービスがゼロレートとなる ）。
・　 ay-As-You-Go T　 layerのアカウントに登録する場合（そして、

例えば、YouViewのセットトップ ･ボックスが別個に購入される場
合）、 T TVの番組だけがゼロレート ･サービスとなる 3）。

・　 Tブロードバンドに接続する場合、プレミアム T Sport 、 T Sport
と ES Nチャンネルがゼロレートになる－ T　Sportへの加入は最初
にこれらのチャンネルにアクセスするために必要となっている 4）。

Tは YouViewの株主である。そのため YouViewをゼロレート ･サービ
スとすることは、Tが自らのコンテンツを販売促進することと同様である。
しかし S y Sportsのパッケージと Netfli を T TVの組み合わせに追加す
ることができる。我々の知る限り、これらサービスは ヶ月加入のサービ
スとしてゼロレートであり、したがってゼロレート･サービスである T（あ
るいは Tの部分的所有の）コンテンツを排他的にしているわけではない。

＜固定ゼロレーティングの消費者行動に与える潜在的影響＞
無制限のブロードバンド ･サービスは、三つの制限付きタリフがあるも

のの、英国の固定市場における最も一般的な形である。ゼロレーティング
は市場のリーダー Tだけにより行われ、ゼロレーティングのコンテンツ
はほとんど全ての事業者が所有に関わっている。
しかし競争事業者の提供する無制限プランのため、このコンテンツは他

の事業者に加入する消費者にも最小の追加費用で利用できる。例えば、
Tal Tal も YouViewの株主であり、YouViewを見ることのできる無制限プ

） oes y YouView viewing count towards y road and usage allowance  elp  
T co  elp  Availa le at  http t custhelp co app answers detail a id 440 4 does-
y-youviewviewing-count-towards- y- road and-usage-allowance 3   ［Accessed 

3Septe er 0 ］
3） oes T TV count towards y road and usage guidelines   elp  T co  elp  
［online］ Availa le at  http t custhelp co app answers detail a id 9 does- t-tv-
counttowards- y- road and-usage-guidelines 3  ［Accessed 3 Septe er 0 ］

4） ill using the T Sport App and online player count towards y data usage cap   
elp  T co  elp  Availa le at  http t custhelp co app answers detail a id 45 4

will-using-the- t-sportapp-and-online-player-count-towards- y-data-usage-cap 3   
［Accessed 3 Septe er 0 ］
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ランを提供している。英国の固定ゼロレーティングは、結果として、消費
者行動に与える影響はほとんどないだろう。

3.5.4．まとめ
＜消費者行動に対する潜在的影響＞
英国における移動体市場でのゼロレーティングはわずかしかない。これ

まで NOは主に特定のサービスないしイベントの販売促進のためのマー
ケティング・ツールとしてゼロレーティングを用いてきたように思える。
現在の NOのゼロレート ･サービスは消費者に対して限定的な影響を

しか与えていないように見える。ゼロレーティングのアプリケーションが
データ少消費的であり（例えば、Twitter）、あるいは大きなデータ許容値
を持つ顧客にしか利用できないためである（O の音楽ストリーミング ･
サービスのゼロレーティング）。

VNOでは reedo  opだけがゼロレーティングを行っている。これは
独特のビジネス ･モデルであり、そこではゼロレート･サービスの

hatsAppが料金に重点を置く他の VNOと差別化を図る大きな要因とし
て利用されている。これがその市場参入の成功に繋がっているかもしれない。
英国市場は、固定市場でもゼロレート ･サービスがある点で､ 欧州では

ユニークである。最大手の二つの固定 IS （ Tと S y）がデータ許容値の
あるプランを提供しているが、市場リーダーの Tだけがゼロレーティン
グを行っている。
移動体のゼロレーティングが少なく無制限の固定プランが大きく普及し

ているため、ゼロレーティングは英国の消費者行動に小さな影響をしか与
えていないように思える。

＜潜在的な競争問題＞
ゼロレーティングの限られた利用と競争者がゼロレート・サービスを複

製化することの容易さのため、ゼロレーティングが IS 間における競争に
与える影響はほとんどない。
ゼロレート ･アプリケーションのデータ少消費性と O のゼロレーティ
ング音楽ストリーミング ･サービスが異なった提供者を含んでいるという
事実は、ゼロレーティングが A 間の競争に与える影響もほとんどない
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ボックス 10　英国の主要指標
※上の円グラフ：右から順に EE, O , Vodafone, Three, Tesco o ile, Virgin o ile, その他
※下の円グラフ：右から順に T, S y, Virgin edia, Tal Tal , EE, その他
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ことを示している。

3 ．米国

3.6.1．背景
米国は固定市場と移動体市場に六つの主要なプレイヤーを持つ。固定で

は四つの主要プレイヤー（ o cast、 harter、AT T、Veri on）が市場の
ほぼ 0％を掌握し、残りの市場シェアは多数の小規模プレイヤーが占め
ている。
移動体市場ではその四つのプレイヤーが全国規模の NO（Veri on、

AT T、T- o ile、Sprint）となっている。US ellularのような地域 NO
も存在するが市場シェアは小さい。米国は多数の小規模事業者による大き
な VNO市場を持つ。最も大きな VNOは A erica ovil－ Trac one所
有－であり、 ％の市場シェアを持つ。 reedo  opも VNOでありゼロ
レーティング ･サービスで有名である。

事業者 o cast harter AT T Veri on T- o ile Sprint Tracfone

移動体 （ VNO）（ VNO） （ VNO）
固定電話
ブロードバンド
TV コンテンツ

図表 44　米国の主要なテレコム事業者

主要なグローバルのソーシャル ･メディアと通信の A （例えば、
ace oo 、 hatsApp、Twitter）の全てが大きな存在感を示している。それら
のサービスのほとんどが米国所有か米国オリジンである。例外として、音楽
ストリーミング市場では、市場のリーダー andora、Napster Rhapsodyのよう
な米国中心のサービスが、Spotifyや Tidalと共に大きな存在となっている 5）。

5） Spotify lai s Strea ing usic Throne orldwide, ut andora Is Still Top Service 
In U S , Tech runch  Availa le at  https techcrunch co 0 5 0 spotify-clai s-
strea ing- usic-throneworldwide- ut-pandora-is-still-top-service-in-u-s   ［Accessed  
Septe er 0 ］
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米国市場では最近大きな合併があった。 0 年に harterと Ti e 
arner a leが合併し、固定市場で強力な第二のプレイヤーになった。さ
らに harterと o castの両方が 0 年に自前の VNOを開始すること
になっている。これは米国の主要なクワッドプレイ事業者が二つからまも
なく四つになることを意味している。
また米国市場の主要なプレイヤーは動画コンテンツに焦点を当ててきた

ように見える。 0 5年の AT Tによる irecTVの合併と Veri onの（モバ
イル）コンテンツ提供者 AOLと Yahooの買収はそうしたコンテクストに
おける大きな変化を示している。さらに最近 AT Tは Ti e arnerの買収
意図を明らかにした。これは多くのコンテンツ（ O、 NNなど）への
アクセスを可能にする。このほか ishと o のような TV事業者、
Netfli 、 ulu、A a on ri eのような OTT提供者もコンテンツ市場で大
きな存在となっている。

3.6.2．移動体市場
＜ゼロレーティング ･サービスの経緯＞
米国におけるゼロレーティング ･サービスは比較的最近の慣行である。

我々は 0 3年以前のゼロレーティング･サービスについて確認できなかっ
た。 0 4年がゼロレーティングの盛んになった年である。それ以来四つ
の全国事業者の全てがゼロレーティングを行い、T- o ileと Sprintもその
代替プリペイド・ブランド（GoS art、 etro S、 oost、Virgin o ile 
USA）でゼロレーティング ･サービスを提供している。
最初にゼロレーティングを開始したのは小規模事業者である。GoS art

（ ace oo と ace oo  essengerをパッケージでゼロレートとした）と
Virgin o ile USA（ ace oo 、Twitter、Instagra 、 andoraをアドオンで
ゼロレートとした）である。
最初の大きなゼロレーティング ･ プログラムは 0 4年の T- o ileの
usic reedo であった。このプログラムは、 andoraや Spotifyのような
大手の A など人気のある多くのサービスで音楽ストリーミングをゼロ
レートにした。そのプログラムはそれらサービスをゼロレートにするが、
それらサービスの加入料を含めなかった。
その次が T- o ileの inge Onプログラムで動画コンテンツのゼロレー
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ティング・サービスであった。T- o ileは A に対して技術的な基準を
満たすように求め（それは最初、YouTu eのようなサービスが排除される
ことを意味した）、全ての A の動画コンテンツを標準画質（4 0p）に落
とした。しかし、強制的な画質劣化に不満な消費者から反対があったにも
かかわらず、最近の数字はそれで解約した T- o ile顧客が 0 ％以下でし
かなかったことを示している ）。こうした強さは顧客による動画ストリー
ミングの増大に導き ）、T- o ileのデータ ･トラフィックはピーク時に飽

） Less Than 0  of T- o ile s usto ers Turn Off inge On Androidheadlines co  
Availa le at  http www androidheadlines co 0 09 less-0- -t- o iles-custo ers-
turn-off inge ht l  ［Accessed 9 Septe er 0 ］
） Reed,  （ 0 ）  Study reveals why inge On was a rilliant ove for T- o ile  
［online］ GR  Availa le at  http gr co 0 0 t- o ile- inge-on-data-use  

図表 45　米国のゼロレーティング ･サービスの経緯
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和した。そのトラフィック計測（例えば、ピーク時）内容がはっきりしな
いものの、T- o ileは inge On開始後速度の減少（traffic decline）が

0％であったと報告している ）。
usic reedo と inge Onの両方は、新しい無制限タリフの導入で

0 年に中止された。無制限タリフは 動画ストリーミングとテザリ
ングのようなデータ多消費サービスについて追加料金を求めている。

Sprintは主として代替ブランド（ oost、Virgin o ile USA）からゼロレー
ティング・サービスを提供しており、特別なサービスの販促のためにゼロ
レーティングを自ら行った。 0 年のコパ ･アメリカ ･サッカー ･トー
ナメントは米国開催で、Sprintは u oTVアプリケーションで試合をスト
リーミングした。その際、通常の加入料と関連するデータ費用は事業者に
よってまかなわれた。

0 年、T- o ileは Tuesdaysアプリケーションを通じてサービスを求
める顧客に 年間 o on Goのデータをゼロレートとするサービスを提
供した。顧客は 0 年 月 9日から 月 9日までこのサービスに加入で
きた 9）。

＜現在のゼロレーティング ･サービス＞
米国ではゼロレートのサービスが盛んになっている。主要な NOの全
てが、メインブランド（AT T、Veri on）であるいはサブブランドで
（T- o ile、Sprint）行っている。 VNOの reedo opもゼロレーティン
グを行っている。

［Accessed 30 Septe er 0 ］
） T- o ile TO Ray  only  of T- o ile su scri ers have opted out of inge On　

hone Arena  Availa le at  http www phonearena co news T- o ile- TO-Rayonly- -
of-T- o ile-su scri ers-have-opted-out-of- inge-On id 5949　 ［Accessed　30 
Septe er 0 ］

9） o e on Go ania Sweeps the ountry … So T- o ile Than s usto ers with ree 
o e on ata and ore  T- o ile Newsroo  Availa le at  https newsroo t- o ile

co news-and- logs free-po e on ht   ［Accessed 3 Nove er 0 ］
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事業者 パッケージ サービス データ
許容値

追加
費用

Veri on
ポストペイドの全て

スポンサー付きの「 ree ee」
のアプリケーションとウェブ
サイト

無制限

AT T
（スポンサード・
データ）

全て
スポンサー付きのデータ・
アプリケーションとウェ
ブサイト

無制限

AT T
（ ata er s） 全て

スポンサー付きのデータ・
アプリケーションとウェ
ブサイト

無制限

oost o ile
（ソフトバンク）ポストペイドの全て

andora、 i ear tRadio、
Slac er Radio、 Trac s、
Napster、Spotify

無制限

reedo op 全て hatsApp 無制限
GoS art o ile
（ドイツテレコム）全て

a c e o o 、 a c e o o  
essenger 無制限

etro S
（ドイツテレコム） 40ドル以上のポスト

ペイド・プラン

Apple usic、 andoraを含
む音楽ストリーミング・
サービス

無制限

Virgin o ile USA
（ソフトバンク）

Virgin o ileの無制
限プラン

andora、 i ear tRadio、
Slac er Radio、 Trac s、

il  usic
無制限

図表 46　米国の現在のゼロレーティング ･サービス

AT Tのスポンサード・データと ata er sそして Veri onの ree eeは、
どれもコンテンツ提供者が特定のデータ利用の費用を消費者に代わって負担
してゼロレートにするプランである。消費者はスポンサード･データのコンテ
ンツによるバナーあるいはステッカーの表示によって、それが分かるようにし
ている。

AT Tのプログラムはタリフの全てで採用している。 ata er sは主と
して、消費者への広告提供手段としてマーケティング会社により利用され
ている。このプランはマーケティング会社が AT Tの顧客に対し、商品
購入、広告視聴、販促ゲームないしアプリの利用、アンケートへの回答な
どに対する報酬として、月あたりのデータ許容値に追加する形でその報酬
データ量を提供できるようにしている。AT Tのスポンサード ･データ ･
プログラムは A が AT Tの顧客にデータ費用を発生させることなく動
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画ストリーミングとその他のコンテンツを提供できるようにしている。
Veri onの ree eeプログラムは、目下 Go90アプリケーションあるいは

earstマガジンのような Veri on自身の動画コンテンツを販売促進するた
めに使用されている。データ許容値に達した後も、消費者がそのコンテン
ツにアクセスできるかどうかははっきりしていない。

Sprintのサブブランド oost o ileと Virgin o ile USAは、一定範囲
の音楽ストリーミング ･サービス（例えば、Rhapsody、 andora、i eart、
trac s、Slac er Radio）をゼロレートとしている。それらはタリフ･パッケー
ジに含まれ、料金設定で差をつけている（ oostは ～ 5G に 35～ 45ド
ル 0）、Virginのほうは 0 5G ～ G までで 30～ 50ドル ））。事業者は非
ゼロレート・タリフでも差別化を図っている。 oost o ileの非ゼロレー
ト ･サービスは無制限のデータ ･プランであり、Virgin o ile USAのほ
うはデータを含まない料金としている。

T- o ileの etro Sブランドは音楽サービスをゼロレートとしている
（ andora、Spotify、Apple usicを含む 40以上のサービス）。ゼロレート・
サービスは高額プラン（3～ 5G に対して 40ドルから 50ドル）に適用
されている。 0ドルの無制限プランと 30ドルの非ゼロレートの G プ
ランもある ）。

T- o ileの GoS artブランドはタリフの全てと組み合わせてゼロレート
の ace oo と ace oo  essengerを提供している（4～ 0G まで 5～
55ドル）3）。 ace oo へのゼロレートのアクセスを除き、データを含まない
パッケージも利用できる。

0 年第 4四半期、AT Tは「 irecTV Now」のブランド名でモバイル
TVサービス（ irecTV）をゼロレートにする計画を発表した。現在、
AT Tは固定の irecTV顧客に無制限モバイル ･データ ･プランを提供し

0） Unli ited usic - No ata harges  oost o ile  Availa le at  https www
oost o ile co shop plans data-free- usic  ［Accessed  Septe er 0 ］
） Virgin o ile USA ata ree usic  Availa le at  https www virgin o ileusa
co datafree usic   ［Accessed  Septe er 0 ］
） usic Unli ited  Availa le at  https www etropcs co usic-unli ited ht l 
［Accessed  Septe er 0 ］
3） o pare repaid ell hone lans  GoS art o ile  Availa le at  https www
gos art o ile co rowse-plans  ［Accessed  Septe er 0 ］
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ている（他の顧客には利用できない）4）。
VNOの reedo  opは、 00分・ 00通テキストメッセージ・ 00

のデータを無料とし、音声とテキスト・サービスのためにゼロレートの
hatsAppを提供している 5）。 hatsAppは無料のパッケージを使い切った
後でも利用できるようである（この確認は難しい）。他の VNOはゼロレー
ティングを提供していない。
米国のゼロレーティング ･サービスの多くは排他的ではないことが注目

される。非排他的なゼロレーティング・サービスが数多く存在している（例
えば、T- o ileと Sprintの音楽ストリーミングにおけるゼロレーティン
グ）。様々な音楽サービスにおいて他の事業者もゼロレートにしているた
め（例えば、 andora）、事業者と A の間に非排他的な協定がないこと
を示唆している。

＜消費者に与える潜在的影響＞
ゼロレーティングは米国の移動体市場に数多く存在している。大手の全

国的な NOが他との差別化を図るためにイノベーティブなゼロレート ･
プランを提供している。
音楽ストリーミングと動画ストリーミングがゼロレーティング ･アプリ

の主要なカテゴリーとなっている。音楽ストリーミングの場合、例えば、
AT T data calculatorによれば、毎日 時間の音楽試聴は月 0 5G に相当
する ）。 oost o ile（Sprint所有）は 30ドルで音楽ストリーミングを含む

G のゼロレーティング・プランを提供している ）。 ric et ireless（AT T
所有のプリペイド ･ブランド）で同等のデータ量（ 5G ）を得るには、

4） Get the AT T Unli ited ata plan when you have AT T wireless and IRE TV  
Availa le at  https www att co shop wireless unli ited-plan ht l ［Accessed  
Septe er 0 ］

5） ree ireless Internet  ree Internet  4G ireless Internet - reedo op  Availa le at  
https www freedo pop co wa ut osca paign US e es top Visitor
NA ut osplace ent Landing age Top- tr 940 0 Open ut oscreative USSV
wa Unli ited hatsApp  ［Accessed  Septe er 0 ］
） AT T ata alculator  Availa le at  https www att co att datacalculator 　
［Accessed 3 Octo er 0 ］
） Shop repaid ell hone lans  Unli ited You  oost o ile  Availa le at  https
www oost o ile co unli itedyou  ［Accessed  Septe er 0 ］
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ボックス 11　米国の移動体市場におけるゼロレーティングのまとめ
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40ドルの 5G プランに加入する必要がある－追加で月 0ドル－ ）。こ
れは月あたりの消費量が少ないと仮定して、二つの類似のモバイル ･ブラ
ンドを比較すると、相違がはっきりする。明らかに、 ric etのプランは
日あたり 時間以上の音楽ストリーミングを行う加入者には割高である。
すなわち、動画ストリーミングが音楽ストリーミングよりもデータ多消費
的であることを前提にすれば、非ゼロレート・サービスの購入は消費者に
とって割高となる。
したがって Veri onの Go90のようなゼロレーティング ･アプリ、AT T
の irecTV Nowのゼロレーティング、Virgin o ile USAの andoraと
（Spotifyではなく）Napsterのようなゼロレーティング ･サービスは、消
費者行動に何らかの影響を与える可能性がある。40の異なった音楽サー
ビスをゼロレートとする etro Sのサービスは、 つのサービスしかゼ
ロレートにしない Virgin o ile USAほど消費者の A 選択に対して大き
な影響を与えないかもしれない。しかし消費者は小規模なあるいは独立的
な音楽ストリーミング ･サービスよりもそうしたサービスに転換するイン
センティブを持つかもしれない。

GoS artの ace oo のゼロレーティングのようなデータ少消費的なサー
ビスも消費者行動にそれほど影響しない。これは非ゼロレートのタリフで
そのサービスを得る費用が音楽あるいは動画のサービスほど消費者にとっ
て高くないためである。しかしゼロレートの ace oo 以外のデータを提
供しない GoS artブランド・プランのようなタリフは、低予算の市場に
おける消費者の行動には影響するかもしれない。

3.6.3．固定市場
＜固定のデータ許容値＞
米国では、 harterと Veri onの提供するものの全てを含め、プランの大
部分が無制限のデータ許容値となっている。AT Tは T を限度とする
プランを提供し 9）、 o castも T 限度のいくつかのプランを提供してい

） ell hone lans  heap, repaid lan rices  est Value  ric et  Availa le at　
https www cric etwireless co cell-phone-plans  ［Accessed  Septe er 0 ］

9） AT T Internet Service - igh Speed Internet roviders  Availa le at  https www att
co internet   ［Accessed  Septe er 0 ］
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る 30）。特に欧州と比べると、これらのプランの許容値は非常に大きい。両
事業者はもちろん、無制限プランも提供している。

＜固定のゼロレート ･サービス＞
ゼロレーティングのカテゴリーに入るかもしれない固定サービスは o cast

のサービスだけである。 o castの Strea  TVサービスは 0 5年に開始し、
o castの顧客だけが利用できるもので、データ許容値が課されない 3 ）。しか
し o castは Strea  TVがインターネットで提供されるものではなく、ケー
ブル TVサービスであるためゼロレーティングではないと主張している。す
なわち、Strea  TVサービスは顧客の固定ブロードバンド･サービスを通じて
アクセスされるが、それは公衆向けインターネットを通じて伝送されるもの
ではないため、ゼロレーティングと定義することができないと主張している。
しかし Strea  TVは目下、シカゴ地区とボストン地区でしか利用できな

い。無制限プラン以外で Strea  TVが提供されている他の地域はメイン州
の一部地域だけである。

Strea  TVは、 0 年から 0 5年まで利用できた o castの finity 
o 3 0アプリの後継と見なすことができる。このアプリケーションは

様々なオンデマンド ･サービス（ O、 a  Go、その他の finityパッケー
ジ ･サービス）からの動画がデータ許容値へのカウントなしにストリーム
されるものであった 3 ）。アプリケーションは動画コンテンツと固定市場の
大きな変化による顧客の関心不足のため中止された。もちろん、Netfli
の急激な成長と o castと Ti e arner a leの合併にも影響されている。

＜固定ゼロレーティングの消費者行動に対する影響＞
無制限ブロードバンド ･サービスは、米国の固定市場でのタリフでは最

も一般的な形であり、二つの事業者（AT Tと o cast）は制限プランを
提供しているものの、その許容値の上限は非常に大きい。固定市場のリー

30） uestions  Answers A out Our ata Usage lan  Availa le at 　https custo er
finity co help-and-support internet data-usage-trials　［Accessed  Septe er 0 ］

3 ） Strea  TV A s  Availa le at  https custo er finity co help-andsupport ca le-tv
strea -fa s　 ［Accessed  Septe er 0 ］

3 ） o  3 0 s o cast finity TV app in eta testing, won t count against data caps when 
it launches  Availa le at  https www engadget co 0 03 3 co cast o -3 0-video-
app  ［Accessed  Septe er 0 ］
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ダー o castだけがゼロレーティング慣行を行い、その対象コンテンツは
全て事業者所有である。
しかしこの慣行により影響を受ける顧客数が少ないため、消費者への影

響は全体的に限られる。さらにこのプランの許容値が T と大きいこと
から、影響を受ける消費者は大きな追加費用なしで非事業者所有のコンテ
ンツへもアクセスできるはずである。したがって、米国の固定ゼロレーティ
ング慣行の結果として消費者に与える影響は小さいと思われる。

3.6.4．まとめ
米国では、移動体市場においてゼロレーティングのイノベーティブなア

プローチが見られ、また固定市場でもゼロレーティングに類似する行動が
存在している。

＜消費者行動に対する潜在的影響＞
移動体事業者は、以下のための差別化要因としてゼロレーティングを採

用してきた。
・　 自らのコンテンツを販売促進するため（例えば、Veri onによる

ree eeプログラムの一部としての Go90のゼロレーティング）
・　 特に魅力的なコンテンツを利用するため（例えば、様々な音楽サー

ビスに対する T- o ileの inge Onプログラムと oost o ileのゼ
ロレーティング）

・　 特定イベントの販売促進のため（例えば、Sprintのコパ・アメリカ
試合のストリーミングにおけるゼロレーティング）

・　 既存ユーザーに特典を与えるため（例えば、AT Tのスポンサード･
データと Veri onの ree eeプログラム）

VNOでは、 eedo opがゼロレーティングを行っている唯一の事業
者である。
移動体市場におけるゼロレーティング ･サービスの普及及びそれに対応

するデータ多消費的なアプリケーションの普及は、ゼロレーティング化が
消費者行動に大きな影響を与えるかもしれないことを意味している。ゼロ
レートである ace oo 以外のデータを含まない GoS artのようなタリフ
は、低予算市場の顧客の行動に影響を与えるかもしれない。
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固定市場では、市場のリーダー o castがゼロレーティングのような慣
行を行っている唯一の事業者であるものの、提供している地理的範囲は限
定的である。固定市場における無制限プランと大きなデータ許容値をもっ
たプラン、そしてゼロレーティングの少なさを前提にすれば、ゼロレーティ
ングが消費者行動に与える影響はほとんどない。

＜潜在的な競争問題＞
最近、 はスポンサード ･データのプログラムに関連して AT Tと

Veri onのゼロレート･サービスを問題に取り上げた。オープン･インター
ネット規則に定めるネット中立性原則の違反という枠組からではあるもの
の、中心にある問題は競争の歪みあるいは制限と関係している。

0 年 月 9日、 は AT Tに書簡を送り、「AT Tに関連しない
コンテンツ提供者にスポンサード ･ データが提供される条件は、AT T 

o ility加入者のためのゼロレートの irecTV動画アプリにかかわる
AT T現在の慣行と組み合わせると、AT T非関連の現在あるいは将来の
移動体動画サービスへの消費者によるアクセスを制約することによって、
競争を妨げ消費者に弊害をもたらすかもしれない」との懸念を明らかにし
た 33）。問題はゼロレーティングそのものではなく、AT Tのサービスが独
立の動画ストリーミング ･サービス提供者に対して差別化を行うという事
実であることを は明らかにしている。 irecTVはスポンサード ･デー
タ ･プログラムの外部参加者に適用されるのと同じ条件で内部移転の支払
を行うと理解されているものの、 は「AT Tが自らの関連するモバイ
ル動画サービスをゼロレートにする連結ベースでのキャッシュ費用はない
（スポンサード ･データの irecTVの費用は AT T o ilityのスポンサー
ド ･ データの収入に等しいため）のに対して、AT T o ilityに対する
AT T非関連の提供者のスポンサード ･データへの支払は真のキャッシュ
費用である」ことに着目している。
この回答において AT Tは、スポンサード ･データ ･プログラムへの
参加は、AT Tが直面するのと同じ条件で非差別的に第三者にもオープン
であり、AT Tにとってもゼロレーティングのデータ ･ストリームの提供

33） Letter fro  the  （Jon il ins） to AT T （Ro ert uinn） of 9 Nove er 0
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は費用なしというわけではないという事実を繰り返し述べた 34）。しかし、
は、 日あたり LTE動画 0～ 30分をスポンサーする第三者にとっ

ての費用が irecTVの小売料金の 4 ％～ 34％に間となっており、それ
によって独立の提供者が AT Tと有効に競争するのを妨げているのでは
ないかとの指摘を行った 35）。同時に は、Veri onの ree eeスポンサー
ド ･データ ･プログラムで第三者の提供者が利用できる条件との組み合わ
せにおいて、Go90の動画ストリーミング ･サービスのゼロレーティング
についても懸念を示した 3 ）。
最終的に は潜在的なマージン・スクィーズについての懸念を確認

した。自らのコンテンツのために NOが設定した小売料金の比較から、
はスポンサード ･データ ･プログラムへの参加のための料金水準に

言及した 3 ）。
0 年 月 日、 はこの問題に関するレビューの結果をまとめた

報告書を発表した。報告書は AT Tのスポンサード ･データと Veri onの
ree eeに加え、AT Tの ata er sと T- o ileの inge Onをも取り上げ
た。そして AT Tと Veri onは非差別的な条件でスポンサード ･データ ･
プログラムと ree eeへのアクセスを提供しているという十分な証拠－す
なわち、第三者に提供される料金がデータ搬送の有効な増分費用と同じで
あることの証拠－を提出していないとした。 は、オープン ･インター
ネット規則の「一般的行動ルール（the General onduct Rule）」3 ）に両プロ
グラムが違反している「大きな可能性」（su stantial possi ility）があると
結論した。対照的に、 は T- o ileの inge Onも AT Tの ata er s
が､主として以下により、一般的行動ルールに違反していないと結論した。
・　 T- o ileは inge Onへの参加のための料金を A に課していない。

34） Letter fro  AT T （Ro ert uinn） to the  （Jon il ins） of  Nove er 0
35） Letter fro  the  （Jon il ins） to AT T （Ro ert uinn） of  ece er 0
3 ） Letter fro  the  （Jon il ins） to Veri on （ athleen Grillo） of  ece er 0
3 ） e note that the distinction drawn y the  etween direct cash costs and internal 

transfer prices is not necessarily relevant in this conte t  Even at lower levels of charges 
for participation in the sponsored data progra e, this difference would re ain

3 ） The General onduct Rule prohi its practices that unreasona ly interfere with or 
unreasona ly disadvantage end users’ a ility to select, access, and use road and Internet 
access service （ IAS） or the lawful Internet content, applications, services, or devices of their 
choice, or that unreasona ly interfere with or unreasona ly disadvantage edge providers’
a ility to a e lawful content, applications, services, or devices availa le to end users
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・　 T- o ileは、主要な動画コンテンツを自ら提供しておらず、そのた
め A と競争していない。

・　 ata er sの参加者は、移動体網で通常のマーケティング活動を行
い、そのサービスをマーケティングする他の手段を持っている。

・　 AT Tは ata er sの参加者のサービスと競争するサービスを提供
していない。
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ボックス 12　米国の主要指標
※上の円グラフ：右から順に Veri on, AT T, T- o ile, Sprint, Trac one, その他
※ 下の円グラフ：右から順に o cast, harter, AT T, Veri on, enturyLin , rontier, 

Altice, その他
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